
   

令和２年５月１日 

 

薬局開設者、管理者等  各 位 

 

公益社団法人神奈川県薬剤師会 

会 長  鵜 飼 典 男 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた 

診療等の時限的・特例的な取扱いによる薬剤の配送料に係る国費支援に 

ついて（第１報） 

 

平素より本会事業にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて先般、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした非常時の対応として、電話

や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の時限的・特例的な取扱いについて、令和２年４月

10日厚生労働省医政局医事課／医薬・生活衛生局総務課事務連絡（以下、「0410事務連絡」）

が示されました。 

0410事務連絡においては、患者が、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導等を

希望する場合、薬局はそれに基づき電話や情報通信機器を用いた服薬指導を行い、配送等によ

り患者に薬剤を渡す、とされています。 

通常、患者に薬剤の配送等を行う場合の配送料については、療養の給付と直接関係のない

サービスとして患者から徴収できるものでありますが、４月30日に成立した令和２年度補正

予算において、新型コロナウイルス感染症患者等への支援として、「電話や情報通信機器によ

る服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」ための費用が措

置されました。 

これを受け、「薬局における薬剤交付支援事業」が策定され、各都道府県薬剤師会が事業

実施者となり実施されることとなりましたが、実際に運用するにあたっての交付要綱がまだ示

されておりません。 

本会といたしましては、交付要綱が示された後、可能な限り速やかに事業計画書を策定し、

周知・運用を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

なお、現時点でお知らせできる情報は次のとおりです。（※変更の可能性あり） 

 

（１）支援の対象となるのは予算成立日（４月30日）以降のものとなり、また、予算の上限

に達した場合には、その時点で国費による支援は終了し、薬剤の配送に係る費用について

は通常の取り扱いとなること。 

（２）配送方法に関しては、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また予算に

は限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本とし、それが困難な場合

に限り、配送業者の使用（可能な限り安価な方法）を検討していただくこと。 

（３）予算には限りがあることから、１件あたりの補助額に上限（金額未定）を設定する予定

であること。 

（４）薬局は別紙「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況」により状況報告をするこ

と。 

 

※本事業は、都道府県薬剤師会の会員・非会員問わず補助の対象となります。 

本事業に関する情報はホームページに掲載していく予定ですので、ご確認ください。 

 

（事務担当：事業課） 



都道府県

↓「配送料等を請求するもの」の項目は、例えば近隣のため交通費の請求を不要とする場合でも、一覧表に記載した上で空欄としてください。 ↓　「当該患者の過去の来局の有無」は、対面によるものか電話等によるものかは問わない。

内服 吸入 その他

（例） ○ ○○薬局 0146543210 2020.5.15 CoV自宅 370 370 2020.5.14 有 1 14 ○ 銀行振込

（例） ○○薬局 0146543210 2020.5.20 0410対応 0 0 2020.5.18 無 3 30 ○ ○ 従事者が直接受領

（例） ○ ○○薬局 0146543210 2020.5.21 0410対応 300 100 2020.5.20 有 4 30 ○ ○ 従事者が直接受領
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処方箋の発行
年月日

連番
配送料等を

請求するもの
（該当する行に

薬局名
保険薬局

コード
配送実施
年月日

配送業者を活用（宅配・郵便等）

従事者が患者宅に訪問

配送料及び薬剤費
等の支払方法

薬剤の配送方法 処方箋の備考欄
配送料・交通費

等（円）
本事業の補助
額の上限（円）

当該患者の過
去の来局の有

無

③ ②のうち、配送料等の請求を行う処方
箋枚数（枚）

従事者が患者宅に訪問

基本情報

電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況

薬局名
市区町村以降

所在地
保険薬局コード

①当該月の応
需処方箋枚数

（枚）

② ①のうち、電話等により服薬指導を実施した
処方箋枚数（枚） 　月分

処方された医薬品
の種類数

当該処方箋における
最大処方日数（日）

調剤した薬剤の剤型（該当するものに○）

noriko-komatsu
タイプライターテキスト
【別紙】未定稿




